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本
日
公
布
さ
れ
た
法
令
の
「
あ
ら
ま
し
」
は
、

次
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
政

令
〕

〇
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
災
害
に

つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
第
百
二
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
度
等
を
定
め
る

政
令
（
四
六
）

〇
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速

か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
並
び

に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管

理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
（
四
七
）

〇
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
四
八
）

〔
府

令
〕

〇
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
（
内
閣
府
一
七
）

〔
省

令
〕

〇
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速

か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
並
び

に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管

理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
法
務
八
）

〔
告

示
〕

〇
無
線
従
事
者
規
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

し
て
指
定
す
る
者
を
定
め
る
件

（
総
務
五
六
）

〇
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
し

て
指
定
す
る
者
を
定
め
る
件
の
制
定
に
つ

い
て
（
同
五
七
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
五
六
）

〇
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

（
外
務
七
〇
）

〇
円
借
款
の
支
出
期
間
の
延
長
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政

府
と
の
間
の
口
上
書
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
七
一
）

〇
円
借
款
の
支
出
期
間
の
延
長
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義

共
和
国
政
府
と
の
間
の
口
上
書
の
交
換
に

関
す
る
件
（
同
七
二
）

〇
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
五
十

五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
予
定
利

率
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
七
一
）

〇
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十

三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定

す
る
予
定
利
率
の
下
限
及
び
基
準
死
亡
率

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
七
二
）

〇
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の

確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び

信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
厚
生
年

金
基
金
令
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
予
定
利
率
及
び
予
定
死
亡
率
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
七
三
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

（
農
林
水
産
四
六
九
〜
四
七
六
）

〇
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特

定
災
害
復
旧
等
漁
港
工
事
を
施
行
す
る
件

（
同
四
七
七
）

〇
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に

相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
特
許
庁
二
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
一
四
八
、
一
四
九
）

〇
確
認
検
査
の
業
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
能
力
を
要
す
る
業
務
を
定
め
る
件

（
同
一
五
〇
）

〇
雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に

被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中
に

流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備
の
構
造
方

法
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
五
一
）

〇
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特

定
災
害
復
旧
等
海
岸
工
事
を
施
行
す
る
件

（
北
陸
農
政
局
一
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

警
察
庁

厚
生
労
働
省

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
の
申
請
者
に
対
す

る
訓
練
の
実
施
（
総
務
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
特
定
漁
港
漁
場

整
備
事
業
計
画
の
変
更
の
案
に
係
る
公
告

及
び
縦
覧
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分

関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他
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